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令和５年第５回 

あわら市選挙管理委員会 
 

日 時  令和５年９月１日（金） 

午前９時～ 

場 所  あわら市役所 202会議室 

 

１ 委員長あいさつ 

 

２ 議  題 

  日程第１ 議案第41号 

       選挙人名簿より抹消すべき者の議決を求めることについて 

  日程第２ 議案第42号 

       選挙人名簿に登録する者の議決を求めることについて 

日程第３ 議案第43号 

       条例の制定又は改廃の請求等に必要な連署数について 

  日程第４ 議案第44号 

       裁判員候補者予定者の選定について 

  日程第５ 議案第45号 

       検察審査員候補者予定者の選定について 

日程第６ その他 

     ・福井県市選挙管理委員会連合会の研修会について 

     ・今後の日程について 
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議案第41号 

 

 

選挙人名簿より抹消すべき者の議決を求めることについて 

 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第28条第１号及び第２号の事由に基づき、選

挙人名簿より別紙の者を抹消するので、委員会の議決を求める。 

 

 

令和５年９月１日提出 

 

あわら市選挙管理委員会 

委員長 内田 雅章 
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議案第42号 

 

 

選挙人名簿に登録する者の議決を求めることについて 

 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第22条第３項の規定により、選挙人名簿に別

紙の者を登録することについて、委員会の議決を求める。 

 

 

令和５年９月１日提出 

 

あわら市選挙管理委員会 

委員長 内田 雅章 
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議案第43号 

 

 

条例の制定又は改廃の請求等に必要な連署数について 

 

 条例の制定又は改廃の請求等に必要な連署数について、次のとおり委員会の議決

を求める。 

 

１ 条例の制定又は改廃の請求             ４５５人 

２ 監査の請求                           ４５５人 

３ 合併協議会の設置の請求                         ４５５人 

４ 合併協議会設置についての住民投票の請求     ３，７８８人 

５ 議会の解散の請求                 ７，５７５人 

６ 議員の解職の請求                 ７，５７５人 

７ 長の解職の請求                   ７，５７５人 

８ 主要公務員の解職の請求           ７，５７５人 

９ 教育委員会の教育長又は委員の解職の請求   ７，５７５人 

 

 

令和５年９月１日提出 

 

あわら市選挙管理委員会 

委員長 内田 雅章 
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議案第44号 

 

裁判員候補者予定者の選定について 

 

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（平成16年法律第63号。以下「裁判員

法」という。）第21条第１項に規定する裁判員候補者予定者を選定するくじの方

法は、次のとおりとする。 

 

１ 予定者の選定人数 

  裁判員法第20条第１項の規定により、福井地方裁判所から割り当てられた候

補者の員数 

２ 選定の方法 

⑴ 予定者選定に関する事務は、委員長がこれを処理する。 

⑵ 予定者選定のくじは、最高裁判所より貸与された裁判員候補者名簿管理シ

ステムにおける名簿調製プログラム（以下「名簿調製プログラム」という。）

を利用し行うこととし、選定人数に達するまで、選挙人名簿登録者の中から

選定する。 

⑶ 選挙人名簿は、９月１日の定時登録の名簿を使用する。 

⑷ くじの実施に当たり、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第11条第１項若

しくは第252条又は政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第28条の規定に

より選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を、選挙人名簿から、

あらかじめ除かなければならない。 

⑸ 名簿調製プログラムによるくじの作動は、委員長又は委員長が指定した者

が行う。 

⑹ 裁判員候補者予定者名簿の記載順は、名簿調製プログラムによるくじによ

り選定された順とする。 

 

令和５年９月１日提出 

 

あわら市選挙管理委員会 

委員長 内 田 雅 章 
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議案第45号 

 

検察審査員候補者予定者の選定について 

 

検察審査会法（昭和23年法律第147号）第10条第１項に規定する検察審査員候補

者予定者を選定するくじの方法は、次のとおりとする。 

 

１ 予定者の選定人数 

  検察審査会法第９条の規定により、福井検察審査会から割り当てられた候補

者の員数 

２ 選定の方法 

⑴ 予定者選定に関する事務は、委員長がこれを処理する。 

⑵ 予定者選定のくじは、最高裁判所より貸与された裁判員候補者名簿管理シ

ステムにおける名簿調製プログラム（以下「名簿調製プログラム」という。）

を利用し行うこととし、選定人数に達するまで、選挙人名簿登録者の中から

選定する。 

⑶ 選挙人名簿は、９月１日の定時登録の名簿を使用する。 

⑷ くじの実施に当たり、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第11条第１項若

しくは第252条又は政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第28条の規定に

より選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を、選挙人名簿から、

あらかじめ除かなければならない。 

⑸ 名簿調製プログラムによるくじの作動は、委員長又は委員長が指定した者

が行う。 

⑹ 検察審査員候補者予定者名簿の記載順は、名簿調製プログラムによるくじ

により選定された順とする。 

 

令和５年９月１日提出 

 

あわら市選挙管理委員会 

委員長 内 田 雅 章 

 



区　　名 男 女 計 区　　名 男 女 計

舟津温泉 147 183 330 中    川 135 142 277 

二面温泉 456 510 966 東 田 中 23 19 42 

田中温泉 238 308 546 瓜    生 25 33 58 

東 温 泉 279 345 624 南 疋 田 31 29 60 

西 温 泉 151 174 325 北 疋 田 27 23 50 

舟　　津 152 182 334 次 郎 丸 32 30 62 

田 中 々 83 100 183 御 簾 尾 47 62 109 

堀江十楽 47 40 87 北    野 22 32 54 

布　　目 59 77 136 北 31 34 65 

① 1,612 1,919 3,531 前    谷 25 24 49 

二　　面 322 339 661 笹    岡 61 68 129 

牛　　山 35 47 82 上    野 11 13 24 

松　　影 26 13 39 ⑫ 470 509 979 

国　　影 66 82 148 東    山 88 96 184 

井 江 葭 161 163 324 後    山 61 55 116 

横　　垣 34 62 96 清    滝 41 41 82 

宮　　王 52 61 113 鎌    谷 14 14 28 

新　　成 52 52 104 椚 33 36 69 

桜 15 14 29 権    世 20 18 38 

重　　義 51 59 110 権世市野々 19 16 35 

番　　田 51 66 117 ⑬ 276 276 552 

② 865 958 1,823 伊    井 125 142 267 

轟　　木 26 27 53 古屋石塚 52 53 105 

新　　田 49 52 101 桑    原 105 111 216 

③ 75 79 154 清    間 60 63 123 

谷　　畠 49 48 97 矢    地 80 108 188 

上　　番 47 53 100 菅    野 70 96 166 

根 上 り 13 16 29 南 稲 越 38 38 76 

仏 徳 寺 38 35 73 河原井手 22 25 47 

御　　鷹 84 93 177 池    口 20 26 46 

中　　番 149 165 314 ⑭ 572 662 1,234 

下　　番 153 186 339 清    王 41 50 91 

玉　　木 23 24 47 山西方寺 11 11 22 

光　　明 42 46 88 柿    原 86 94 180 

翠　　明 52 64 116 山 十 楽 60 65 125 

④ 650 730 1,380 嫁    威 21 27 48 

河　　間 72 92 164 日 の 出 152 154 306 

宮前公文 31 45 76 ⑮ 371 401 772 

北 本 堂 24 19 43 旭 60 94 154 

角　　屋 21 26 47 新    富 71 75 146 

中　　浜 121 136 257 天    王 77 93 170 

河 水 苑 59 63 122 水    口 51 69 120 

⑤ 328 381 709 十    日 35 51 86 

北 潟 東 206 226 432 脇    出 34 34 68 

北 潟 西 232 248 480 上 八 日 34 44 78 

赤　　尾 47 45 92 八    日 21 27 48 

富　　津 34 39 73 下 八 日 26 32 58 

北潟病院 18 13 31 坂 ﾉ 下 161 160 321 

⑥ 537 571 1,108 稲 荷 山 158 207 365 

波　　松 146 190 336 千    束 32 33 65 

城 22 20 42 春    日 73 71 144 

城 新 田 19 24 43 中    央 103 99 202 

番 堂 野 19 15 34 向 ヶ 丘 252 273 525 

十　　三 7 9 16 若 葉 台 181 204 385 

⑦ 213 258 471 桜 ヶ 丘 307 334 641 

浜　　坂 57 56 113 新みどり 80 74 154 

吉　　崎１ 37 40 77 山    室 131 154 285 

吉　　崎２ 43 49 92 高    塚 64 71 135 

⑧ 137 145 282 ⑯ 1,951 2,199 4,150 

坂　　口 17 20 37 東 善 寺 36 29 65 

蓮 ヶ 浦 69 62 131 新 229 280 509 

細 呂 木 96 93 189 古 559 629 1,188 

橋    屋 5 9 14 東 134 162 296 

樋    山 17 20 37 六    日 54 68 122 

⑨ 204 204 408 新    用 177 169 346 

滝 108 120 228 馬    場 172 200 372 

青 ノ 木 91 106 197 榛ノ木原 127 133 260 

宮    谷 42 45 87 北 稲 越 122 128 250 

指    中 94 98 192 ⑰ 1,610 1,798 3,408 

沢 39 43 82 

細呂木駅前 49 51 100 

⑩ 423 463 886 

熊    坂 74 101 175 前回 10,762 12,044 22,806 
下 金 屋 25 21 46 

畝市野々 16 20 36 ▲ 42 ▲ 40 ▲ 82 
牛 ノ 谷 65 74 139 

名 泉 郷 246 235 481 

⑪ 426 451 877 

選挙人名簿登録者数 （R5.9.1 定時登録）

12,004 22,724 合　　計 10,720 


